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市街地整備に係る最近の動向

平成２６年５月２２日

１．社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金について



交付金制度の変遷

○ 平成２２年度に、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意
工夫を生かせる総合的な交付金として、社会資本整備総合交付金を創設。

○ 平成２３年度に、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の下、地域自主戦略交付金を創設。
（内閣府に一括して予算を計上し、各府省の所管にとらわれず、地方自治体が自主的に選択した事業に対して交付金を交付。）

○ 平成２４年度に、地域自主戦略交付金について、都道府県分の対象事業を拡大・増額。政令指定都市に一括交付金を導入。また、沖縄
振興公共投資交付金として県及び市町村を対象とした自由度の高い新たな一括交付金制度を創設。

○ 平成２５年度以降は、防災・安全交付金によりインフラ再構築（老朽化対策、事前防災・減災対策）及び生活空間の安全確保の取組を集
中的に支援するとともに、社会資本整備総合交付金により地域の社会資本整備を総合的に支援（地域自主戦略交付金は廃止） 。

年度間、地
域間の変
動・偏在が
小さい事業
等について、
一括交付金
へ移行

Ｈ２３Ｈ２２

政策目的達
成のため計
画的に実施
すべき事業
等に重点化

Ｈ２４

＜予算額＞
２．２兆円

社会資本整備総合交付金

活力創出基盤整備
・道路、港湾

水の安全・
安心基盤整備
・治水、下水道、海岸

市街地整備
・都市公園、市街地、

広域連携 等

地域住宅支援
・住宅、住環境整備

＜予算額＞
全体で5,120億円

投資補助金を所管する全て
の府省が投資補助金を一括
交付金化。

（都道府県分を対象）

地域自主戦略交付金

＜予算額＞
1兆7,539億円

より一層柔軟な流用が可能
になるなど、地方の使い勝手
を大幅に向上。

・道路、港湾
・治水、下水道、海岸
・都市公園、市街地、

広域連携 等
・住宅、住環境整備

４分野を統合

社会資本整備総合交付金

＜予算額＞
全体で6,754億円

・都道府県分の対象事業
の拡大、増額
・新たに政令指定都市分を
導入

地域自主戦略交付金

＜予算額＞
1兆4,395億円

・事業の更なる重点化

社会資本整備総合交付金

Ｈ２５

＜予算額＞
1兆460億円

・「命と暮らしを守るインフラ
再構築」、「生活空間の安
全確保」を集中的に支援

防災・安全交付金

＜予算額＞
全体で771億円

・県及び市町村を対象とした
自由度の高い新たな一括
交付金制度を創設

沖縄振興公共投資交付金

※各枠内の＜＞記載額はすべて国費

Ｈ２６

＜予算額＞
9,124億円

・成長力強化や地域活性
化等につながる事業

社会資本整備総合交付金

＜予算額＞
全体で932億円

沖縄振興公共投資交付金

＜予算額＞
1兆841億円

・「命と暮らしを守るインフラ
再構築」、「生活空間の安
全確保」を集中的に支援

防災・安全交付金

＜予算額＞
9,031億円

・成長力強化や地域活性
化等につながる事業

社会資本整備総合交付金

＜予算額＞
全体で810億円

沖縄振興公共投資交付金

社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金

◇ 社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一
括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。

◇ 防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、
地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算におい
て創設

◇ これまで事業別にバラバラで行ってきた関係事務を一本化・統一化

◇ 計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能

◇ 基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高める事業についても、創意工夫を生かして実施可能

個別補助金
を原則廃止

社会資本
整備総合
交付金

社会資本整備総合交付金
（成長力強化や地域活性化等につながる事業）

25年度予算 ：9,031億円
25年度補正予算 ：1,310億円
26年度予算 ：9,124億円

防災・安全交付金
（「命と暮らしを守るインフラ再構築」、「生活空
間の安全確保」 を集中的に支援）

25年度予算 ：1兆460億円
25年度補正予算 ： 1,847億円
26年度予算 ：1兆841億円

地域自主
戦略交付金

両交付金の特長（個別補助金との違い）

＜従前の補助金＞

道路

河川

海岸

まちづくり

下水道

住宅

港湾

・

・
・

砂防



個別補助金と比較した交付金制度の特長

個別施設ごとにタテ割り
で補助採択

補助金が余れば返還か
繰越手続
（他には回せない）

個々のハード整備にだけ
使用

国が詳細に事前審査
個々のアウトプットに着目

計画全体をパッケージで採択

計画内の他事業に国費の流用可
（予算補助事業は）年度間でも国費率の調整可

⇒ 返還・繰越の手続不要。順調な事業の進捗も可能。

基幹のハード事業と一体的に行う他種の事業を自由に選択可

（関連社会資本整備事業）

メニューが限定されない、地方の創意工夫を活かした事業も可
（効果促進事業：基幹事業の効果を促進する事業）

地方自らが目標を設定し、事後評価・公表
計画全体としてのアウトカムに着目

個別事業分野にとらわれない事業計画の横串化・大括り化、事業ニーズに対応した重点的配分、
効果促進事業の先進事例のリスト化等を通じ、地方自治体の使い勝手をさらに向上

個別補助金 両交付金共通

◇ 地域が抱える政策課題を自ら抽出して整備計画で明確化

◇ 地域が設定した具体的な政策課題の解決のため、トータルで支援

◇ 地方公共団体の自由度を高め、使い勝手を向上

防災・安全交付金の特長

・インフラ老朽化対策
例）橋梁・トンネルの補修

○計画の目標実現のため基幹事
業と一体となって、基幹事業の
効果を一層高めるために必要
な事業・事務

○全体事業費の２割目途

社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の対象事業

（社会資本整備総合交付金の例）
・アーケードモールの設置・撤去
・観光案内情報板の整備
・社会実験（レンタサイクル、自転車乗り捨て
システム･･･）

・計画検討（無電柱化、観光振興･･･）

整 備 計 画 に 掲 げ る
政 策 目 標 の 達 成

（成果指標で事後評価）

住宅・社会資本の整備

住宅・社会資本の整備

基幹事業に関連する

○各種
「社会資本整備事業」

（社会資本整備重点計画法）

○「公的賃貸住宅の整備」 （防災・安全交付金の例）

・事前防災・減災対策
例）河川堤防の緊急対策

堤防決壊 例）ハザードマップ
作成・活用

例）水防訓練の実施

関連社会資本整備事業関連社会資本整備事業

効果促進事業効果促進事業

○防災・減災、安全に資する社会資本整備事業

・生活空間の安全確保
例）通学路の交通安全対策

○道路 ○港湾 ○河川 ○砂防

○下水道 ○海岸 ○広域連携 ○都市公園

○市街地 ○住宅 ○住環境整備 等

例）電線類地中化

基幹事業（防災・安全交付金）

基幹事業（社会資本整備総合交付金）

効果促進事業効果促進事業

・ハザードマップの作成・
活用
・防災教育、水防訓練、
防災訓練、避難訓練
の実施
・防犯灯、防犯カメラの
整備 等

被服材料
（土、遮水シート等） 強化前の湿潤面

フィルター材

ドレーン工

強化後の湿潤面 

堤脚水路

覆



２． 柔軟で多様な手法の活用による

密集市街地改善の取組み

密集市街地の成立過程の類型、危険性

○ 主として大都市圏及びその周辺
・ 戦災を免れた地区
・ 木造アパートの密集する地区
・ 住・商・工の混在する地区

○ 阪神・淡路大震災による神戸市長田区における被害

* 神戸市調べ **兵庫県警察本部、神戸市民生局調べ

阪神・淡路大震災発生時、神戸市全体では火災による被害が全
体の約１割であったのに対し、密集市街地である長田区では、火
災による被害が、建物では約２割、人では約３割に及んだ。

地震時等において、耐火性の低い住宅等が集積した街区で火
災が発生すると、炎の合流により背の高い巨大な炎が形成され、
延焼が拡大し、市街地大火に発展するおそれが大。火災の多
発等により消防活動にも限界。

密集市街地における防災対策は、①延焼の拡大防止、

②避難地・避難路の確保が最重要

※斜線部は震災時の延焼区域

密集市街地は、老朽住宅等が密集し、十分な公共施設が
整備されておらず、地震時等の防災安全性が確保されてい
ない地区。その成立過程の類型は、地域ごとに多様。

○ 主として地方圏
・ 漁村集落地区
・ 歴史的街道沿い等の地区
・ 斜面市街地地区

全体被害 うち火災による被害

建物棟数*
２０，２８０棟
（全壊・全焼）

４，７５９棟
（全体被害の約23%）

死者数** ８７６人
２５９人

（全体被害の約30%）

東京都の首都直下地震等における被害想定（H24．4）によ

れば、東京湾北部地震による都内の建物焼失棟数は、区
部密集市街地を中心に最大約１９万棟に及ぶ。

背の高い巨大な炎により、道路等の燃えぬけ
等による延焼拡大が起きるおそれ。

延焼拡大

輻射熱等

炎の合流

巨大な炎の発生

燃え抜け

最大
45m
以上

木造住宅等の集積による「危険な火炎」の発生

地震時等に、耐火性の低い住宅等が集積している街
区で火災が発生し、延焼すると、炎の合流により、背
の高い巨大な炎が発生する。

東京都「首都直下
地震等における東
京の被害想定」(東
京湾北部地震によ
る焼失棟数分布
（冬18時・風速8ｍ/
ｓ）（H24．4）

○ 関東大震災による東京府内（当時）の被害は、死者のうち6.7万人
（95%）が火災によるもの （行方不明者含む）。



（参考）不燃領域率の向上による市街地大火の発生抑制（-延焼危険性の低減）

密集市街地の整備改善に係る目標と現状

都市再生プロジェクト（第三次決定） （Ｈ13.12 都市再生本部決定）
○特に大火の可能性が高い危険な密集市街地（東京、大阪各々約2,000ha、全国で約8,000ha）を、今後10年間で重点的に整備し、最低限の

安全性を確保

住生活基本計画（Ｈ18.9 閣議決定）
○住生活基本法に基づく住生活基本計画の全国計画において、地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市

街地のうち最低限の安全性が確保される市街地の割合【約8,000haのうち、０%（H14）→概ね100%（H23）】を設定

都市再生プロジェクト（第十二次決定）（Ｈ19.1 都市再生本部決定）
○重点密集市街地の早期解消に向けた取組を一層強化。従来の取組に加え、危険な老朽住宅の除却促進、面的整備事業による基盤整備と

建替の一体的推進等を総合的に実施

住生活基本計画（Ｈ23.3 閣議決定）
○住生活基本法に基づく住生活基本計画の全国計画におい

て、平成32年に地震時等に著しく危険な密集市街地約
6,000haで最低限の安全性を確保する目標を設定

社会資本整備重点計画（H24.8 閣議決定）においても、重点目標の指標の一つ
として、住生活基本計画と同様の目標を設定

平成22年度調査では、約8000haの重点
密集市街地が、ほぼ半減

都市再生プロジェクトにおける位置づけ

住生活基本計画における位置づけ

地方公共団体の意見等も踏まえ、従来の「延焼危険性」に加え、「避難困
難性」をあわせて考慮した新たな指標を設定し、目標と区域を見直し

全国の市区町村の協力のもと、「地震時等に著しく危険な密集市街
地」の地区数及び面積をとりまとめ、平成24年10月12日に公表。全
国の１７都府県・４１市区町において、合計で１９７地区 ５，７４５ｈａ

「地震時等に著しく危険な密集市街地」の公表概要

都府県 市区町村 地区数 面積

埼玉県 川口市 2地区 ５４ｈａ

千葉県 浦安市 １地区 ９ｈａ

東京都

文京区、台東区、墨田区、
品川区、目黒区、大田区、
世田谷区、渋谷区、中野
区、豊島区、北区、荒川

区、足立区

１１３地区 １，６８３ｈａ

神奈川県 横浜市、川崎市 ２５地区 ６９０ｈａ

愛知県 名古屋市、安城市 ３地区 １０４ｈａ

滋賀県 大津市 ２地区 １０ｈａ

京都府 京都市、向日市 １３地区 ３６２ｈａ

大阪府
大阪市、堺市、豊中市、
守口市、門真市、寝屋川

市、東大阪市
１１地区 ２，２４８ｈａ

兵庫県 神戸市 ４地区 ２２５ｈａ

和歌山県 橋本市、かつらぎ町 ２地区 １３ｈａ

徳島県 鳴門市、美波町、牟岐町 ８地区 ３０ｈａ

香川県 丸亀市 １地区 ３ｈａ

愛媛県 宇和島市 １地区 ４ｈａ

高知県 高知市 ４地区 ２２ha

長崎県 長崎市 ４地区 ２６２ｈａ

大分県 大分市 ２地区 ２６ha

沖縄県 嘉手納町 １地区 ２ha

合計 ４１市区町 １９７地区 ５，７４５ｈａ

○ 調査概要

・ 延焼危険性又は避難困難性が高く、地震時等において最低限の安全性

を確保することが困難である、著しく危険な密集市街地を、全国の市区
町村による調査をもとに把握（平成24年3月時点）。

※ 最低限の安全性確保のための当面の目標として、地震時等において同時多発火災が発
生したとしても際限なく延焼せず、避難が困難とならないこととし、「延焼危険性」「避難困難
性」の指標を併せ考慮するとともに、個々の地域の特性を踏まえて各地方公共団体が「地
震時等に著しく危険な密集市街地」としての位置づけの要否を判断したもの。

○ 調査結果

・ 全国の１７都府県・４１市区町において、合計で１９７地区 ５，７４５ｈａ。

全国の市区町村の協力のもと、「地震時等に著しく危険な密集市街地」の地
区数及び面積をとりまとめ、平成24年10月12日に公表。

【東京都】 １,６８３ha 【大阪府】 ２,２４８ha



密集市街地の改善に向けた対策について①

現状の課題

老朽木造建築物の建て詰まり

“可燃物の集積”

倒壊する老朽建築物

“着火しやすくなる” “避難路を塞ぐ”

狭あいな道路、行き止まり道路が多い

“避難が困難”
“接道不良宅地が多い”→建替困難

貧弱な生活基盤
（道路、公園、生活支援サービス、など）

“整備率が低い”

改善の基本的方針

延焼危険性の解消

「延焼の拡大防止」

避難困難性の解消

「避難地・避難路等の確保」

改善の手法
【延焼の拡大防止】

①事業的手法
・ 延焼遮断帯となる都市計画道路の整備と沿道不燃化
・ 広域的避難場所となる公園の整備
・ 共同建替えや耐震改修、防火改修による建築物の不燃化
・ 老朽建築物の除却

②規制的手法
・ 防火地域、防災街区整備地区計画等による建替え時に不燃化等を義務づけ

（都市計画法、建築基準法、密集市街地整備法）
・ 協調的建て替え特例による容積率、建ぺい率、接道条件の緩和など

（建築基準法）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
、
防
災
・安
全
交
付
金

で
支
援

【避難地・避難路等の確保】

【その他ソフト的な対策】

・ 消防強化（消火栓・貯水槽の設置、消防訓練など）
・ 意識啓発（コミュニティ活動支援、専門家派遣など）

延焼遮断帯により燃え広がりを防ぎ、建築物の不燃化等により燃
えやすい建築物を減らす

①事業的手法 ②規制的手法
・ 都市計画道路や公園の整備 ・ 避難経路に係る協定など
・ 地区内の道路、空地の整備 （密集市街地整備法）

道路等による「防災環境軸」の形成

整備の目的：
・市街地大火の延焼防止
・広域避難の確保（最終避難地までの避
難路の確保）

街区内部の整備

道路等の整備と、沿道建築物の不燃化

広域的避難場所の整備

整備の目的：
・街区レベルの延焼防止による市街地
大火への拡大の防止

・一時避難路の確保

老朽建物の除却、空地の整備、避難路
の確保、沿道の耐震化

共同建替による不燃化

密集市街地の改善に向けた対策について②
改善の阻害要因

輻輳した権利関係

“合意形成が困難”
“権利者の特定が難航”

居住者の弱い危険認識

“根拠のない安全意識”
→ 地公体の取組みに対する反発

高い高齢化率に伴う地域
コミュニティの弱体化

“貧弱な生活基盤を嫌う若年層の
流出”
→ 地域や建物の更新への

意欲が弱い

地方公共団体の財政・人材の
不足

“広範な密集市街地に対して
限られた職員数”
→ 専門知識を有する職員の

確保が困難

改善促進の方針

ノウハウの普及

マンパワー、財源の確保

権利者・居住者等への
効果的な働きかけ

効率的・重点的な取組み
の展開

改善促進の取組み

交付金等国費の着実な確保

防災・安全交付金の創設、必要額の確保、きめ
細かな対策への支援の充実

支援制度の見直し

・ 住宅市街地総合整備事業、都市防災総合推進
事業の見直し・拡充

・ 耐震化支援の強化

複数の事業手法の連携強化

・ 都計道、不燃化、まちづくり、の連携強化
（東京都の取組み等の全国への普及）

・ 事業実施スケジュールの明示による民間事業
者への参入機会の周知
→ 民間事業者の事業リスクの低減

強制力のある制度の見直し・活用

・ 耐震改修促進法の改正
（避難路沿道の住宅・建築物の耐震診断の義務化等）

・ 再開発、区画整理、防災街区の事業ノウハウ
の普及

・ 土地収用の積極的な活用

ＵＲ都市機構の活用

・ 土地有効利用事業の活用（種地の確保）

・ 人材・ノウハウの活用（コーディネート等）



【社会資本整備総合交付金 交付要綱附属第Ⅱ編】 16-(8)-15 第4項第二号

延焼遮断帯形成事業
住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）のうち、道路空間と一体に沿道の建築物を耐火建築物等に
建替え又は改修を行うことにより、延焼遮断機能を整備する事業

延焼遮断帯形成事業の実施促進（適用要件の合理化） 【平成２５年度補正予算】

・密集住宅市街地の改善整備を加速させるため、延焼遮断帯形成事業の適用要件を合理化し建替え・改修を促進

ロ 幅員６ｍ以上の道路空間を有する道路の整備と一体に沿道
の延焼遮断帯を形成する10棟以上の沿道建築物に係る建替え
又は改修であること

ロ 幅員６ｍ以上の道路空間（建築物の後退等による空地を含む）
と一体に沿道の延焼遮断帯（延長60m以上のものに限る）を形成す
る沿道建築物に係る建替え又は改修であること

：耐火・準耐火建築物に建替え・改修する建築物
（延焼遮断帯形成事業により助成対象となる建築物）

耐火・準耐火
建築物への
建替え・改修

既設道路空間・新設道路空間いずれも可

合理化の内容

①道路空間の幅員全てが公道である必要はなく、壁面位置の指定等によるセットバック部分と併せて幅員６ｍ以上が確保
されていれば良い旨を明示

②新たに整備する道路空間のみならず、既設の道路空間の沿道で行うことも可能であることを明確化
③建物棟数にかかわらず、延焼遮断帯として有効な延長距離（60m）を要件とする

①,② 幅員６ｍの道路空間確保（下図いずれも○）

地役権
設定等

延焼遮断帯
としての単位

10棟以上
（本例は11棟）

③ 延焼遮断帯の延長距離（合理化）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

既存
耐火
建築物

既存
準耐火
建築物

6m

道
路
空
間

延焼遮断帯の
最低延長
60m以上
（10棟未満でも可）

6m

道
路
空
間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

既存
耐火
建築物

前面に一定の
空地がある場合
建替え・改修不要

既存
準耐火
建築物

前面に一定の
空地がある場合
建替え・改修不要

耐火・準耐火
建築物への
建替え・改修

対象要件【社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編 16-(8)-15第4項第二号】
イ 国土交通大臣が指定した密集市街地重点地域の区域内であること
ロ （上記）
ハ 事業により形成される延焼遮断帯により、最低限の安全性が確保される住宅等が50戸以上あること
ニ 次に掲げる防災街区整備地区計画等により沿道の建築物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることが義務づけられていること
（1） 防災街区整備地区計画による防火上必要な制限 （2） 特定防災街区整備地区による構造規制
（3） 建築基準法第40条に基づく条例による防火制限 等

防災・安全交付金等の基幹事業「住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）」のメニュー

公道で
6m以上

確保

官民
境界

官民
境界

官民
境界

官民
境界

公道＋
壁面後退で
6m以上確保

壁面
後退

壁面
後退

公道 公道

合
理
化

○以下の事業用資産の買換えの場合に所得税・法人税の課税を80％繰延べ

防災街区整備事業のスキーム

防災街区整備事業により建築された建築物を取得した場合

○防災街区整備事業は、老朽建築物を除去し、防災機能を備えた建物
と公共施設を整備する公益性の高い事業。

○事業に対する負担感の解消や事業後の円滑な生活再建を図るため、
税制措置を設け総合的に支援する必要。

防災街区整備事業推進の公共性

税制改正の概要

防災再開発促進地区内の
事業用資産

防災街区整備事業の
防災施設建築物

売却

取得

防災街区整備事業

なかったものとされる譲渡益

取得費・譲渡費用

買
換
資
産
の
価
額

※譲渡価額＝買換資産の場合

課税される

譲渡益

80% 20%

個人又は法人が、所有する事
業用資産を譲渡し、防災街区
整備事業による防災施設建築
物の保留床を取得し事業の用
に供した場合、譲渡価額のう
ち、買換資産の取得価額の
80％について課税を繰り延べ
ることができる。

個人又は法人が、所有する事
業用資産を譲渡し、防災街区
整備事業による防災施設建築
物の保留床を取得し事業の用
に供した場合、譲渡価額のう
ち、買換資産の取得価額の
80％について課税を繰り延べ
ることができる。

権利床

権利床

権利床

保留床

保留床

買換

防災街区整備事業に係る事業用資産の買換特例等の延長（所得税・法人税）

以下の見直しを行った上で、適用期限を平成29年12月31日（法
人税の場合平成29年３月31日）まで３年間延長。

＜現行の要件＞
譲渡資産及び買換資産が防災再開発促進地区内にあること

＜改正後の要件＞
譲渡資産及び買換資産が防災再開発促進地区内かつ地震時等
に著しく危険な密集市街地内にあること



地区名 所在
地区面積

(ha）
施行者 状況

都市計画
決定

事業計画
認可

権利変換
計画認可

完了

寝屋川(萱島桜園町) 大阪府寝屋川市 0.1 個人 完了 ― H18.10.27 H19.01.25 H21.02.27

板橋三丁目 東京都板橋区 0.4 組合 完了 H18.11.02 H19.03.26 H20.01.31 H23.10.28

東岸和田駅東 大阪府岸和田市 2.9 組合 完了 H18.08.11 H19.02.02 H20.05.16 H24.09.06

門真市本町 大阪府門真市 0.5 個人 完了 ― H22.03.31 H23.04.28 H24.09.28

関原一丁目中央 東京都足立区 0.4 個人 完了 H19.09.26 H22.04.13 H22.11.13 H25.12.20

京島三丁目 東京都墨田区 0.2 機構 完了 H21.11.06 H22.08.03 H23.01.23 H26.03.25

荏原町駅前 東京都品川区 0.1 組合 権変認可済み H24.10.31 H25.04.10 H25.09.27 H27年度

寺家町周辺 兵庫県加古川市 0.8 組合 事業認可済み H23.10.13 H25.02.12 Ｈ26年度 H28年度

農連市場 沖縄県那覇市 3.2 組合（予定） 都決済み H22.04.09 Ｈ26年度 Ｈ26年度 Ｈ30年度

目黒本町五丁目 東京都目黒区 0.1 組合（予定） 都決済み H25.12.27 H26年度 H26年度 H28年度

Ａ 東京都品川区 0.6 組合（予定） 検討・協議中 H26年度 H27年度 H28年度 H31年度

Ｂ 東京都新宿区 2.5 組合（予定） 検討・協議中 H26年度 H27年度 H28年度 H31年度

Ｃ 東京都墨田区 0.7 未定 構想中 H28年度 H29年度 H29年度 H32年度

防災街区整備事業地区一覧表

平成２６年４月時点

防災街区整備事業

防災施設建築物

個別利用区

－除却 －土地への権利変換

受け皿住宅
の確保

地区施設
の整備

共同化による防災性の向上
（耐火又は準耐火建築物）

権利変換方式
（除却、移転についての強制力の付与）

事業前

事業後

調査設計計画（権利変換計画作成を含む）
土地整備、共同施設整備（ 交付率：1/3）

種地

○密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改
善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う

（参考） 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の概要

【整備地区の要件】
・重点整備地区を一つ以上含む地区
・整備地区の面積が概ね５ha以上（重点供給地域は概ね２ha以上）
・原則として住宅戸数密度が３０戸/ha以上の地区

【重点整備地区の要件】
・重点整備地区の面積が概ね１ha以上（重点供給地域は概ね０．５ha以上）
・地区内の換算老朽住宅戸数が５０戸以上（重点供給地域は２５戸以上）
・住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上

事業に関連する公共施設の整備

道路・都市公園・河川等の整備

関連公共施設整備

（交付率：通常事業に準ずる）

老朽建築物の除却・建替え

沿道建築物の不燃化

延焼遮断帯形成事業

一定の要件を満たす沿道建築物の外壁・開口部・ 屋根
等の整備等（交付率：1/3)

共同・協調化建替

除却等、階段や通路等の共同施設整備、空地整備等（交
付率：１/3）

防災建替え・認定建替えにより個別の建
替を助成（戸建住宅にも助成）

除却等、階段や通路等の共同施設整備、空地整備等

（交付率：1/3)

老朽建築物の除却

買収費、除却工事費、通損補償等

（交付率：1/2、1/3)

受け皿住宅の整備

従前居住者用の受け皿住宅の整備

都市再生住宅等整備事業

調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備等（交付率：1/３、1/2、2/3）

地区内の公共施設の整備

道路・公園等の整備

コミュニティ施設の整備

（集会所、子育て支援施設等）

（交付率：1/2、1/3）

建築物への権利変換による土地・建物の共
同化を基本としつつ、個別の土地への権利
変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用
いながら、老朽化した建築物を除却し、防
災機能を備えた建築物及び公共施設の整備
を行う

社会資本整備総合交付金の基幹事業



○10年間の重点的・集中的な取組みにより、木密地域を燃え広が
らない・燃えないまちにする

【10年後の目標】

整備地域（約7,000ha）において、
・市街地の不燃化により不燃領域率70%を実現
・延焼遮断帯となる主要な都市計画道路を100%整備

【取組の方向】

○都と区と連携し、市街地の不燃化を促進
従来よりも踏み込んだ取り組みを行う区に対して、都が

特別の支援を行う（「不燃化特区」）

○延焼遮断帯を形成する、主要な都市計画道路の
整備を推進
関係権利者の生活再建等のための特別の支援を行い、

都施行の都市計画道路の整備を加速（「特定整備路線」）

○地域における防災まちづくりの気運醸成

○地震発生時に大規模火災が想定される木密地域が広範に分
布

整備地域（約7,000ha）において、
・不燃領域率：56%（平18年）
・都市計画道路の整備率：概ね5割（平22年）

○住民の高齢化、権利関係の複雑さ等から改善が進みにくい状
況

（参考） 東京都 「木密地域不燃化10年プロジェクト」実施方針の概要

Ⅰ 背景と必要性

Ⅱ 基本的な考え方

Ⅲ 具体的な施策

「不燃化特区制度」の創設と適用
・整備地域の中で、特に重点的・集中的に改善を図るべき地区

を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進
・ 区からの提案を受け、都が地区指定。 期間・地域を限定し

特別の支援を実施
（例）不燃化助成の上乗せ、都税の減免、都有地提供等

○平24年度 ： 先行実施地区を募集し、8月31日に12地区を選
定・公表。 1月18日 不燃化特区制度（案）の公表。

○平25年度 ： 4月12日 制度の制定・公表、先行実施12地区

の整備プログラムを認定・公表。
12月5日 新たに6地区の整備プログラムを認定・公表。

○平26年度 ： 4月1日 新たに20地区の整備プログラムを認
定・公表（合計38地区）。新規地区の募集を開始

「特定整備路線」の整備
・整備地域内の延焼遮断帯を形成し、早期改善に大きな効果

のある主要な都市計画道路を対象に、都が指定

・整備スケジュールを見直すとともに、関係権利者の生活再建
のための特別の支援を実施予定

○平24年度 ： 対象区間の公表、制度構築
（6月に候補地区間23区間を公表）

⇒ 10月31日、5区間を追加選定・公表
12月17日、特別支援策を公表

○平25年度以降 ： 順次指定、事業実施

住民への働きかけ等
・地域密着型の集会を開催
・不燃化の取組を進める推進組織の充実・強化

・最新の「東京危険度マップ」の活用、個別相談等の住民への
情報提供等を実施

重ね合わ
せにより、
より高い効
果を発現

※ 「不燃化特区」「特定整備路線」ともに、東京都独自の運用による制度

「木密地域不燃化10年プロジェクト」
・ 特定整備路線（候補区間）の選定 （平24.6.28 東京都公表 23区間・約23km、平24.10.31追加公表 5区間・約3kmを追加）

・ 特定整備路線整備を加速するための特別支援策 （平24.12.7 東京都公表）

支援策の概要支援策の概要

Ⅰ 基本的な考え方

木密地域の特性を踏まえて、地元区との連
携のもとで、事業に協力していただく関係権
利者の不安解消や移転先確保など生活再建に
向けたサポートを充実させる。

【支援の重点ポイント】

○ 住居の移転など再建の進め方に不安がある
人に対する支援

○ 住み慣れた地域で暮らし続けたい人に対す
る支援

Ⅱ 支援策の骨子案

１ 不安を解消するサポート
① 全関係権利者への意向調査の実施
② 民間の専門事業者による相談窓口の設置、

生活再建策の提案・サポート

２ 移転先確保に関するサポート
① 民間賃貸住宅や公的住宅等の確保・提供
② 都有地の有効活用（代替地の提供等）

３ 生活再建を資金面でサポート
・ 移転資金貸付事業における優遇措置



「木密地域不燃化10年プロジェクト」実施地区の選定 （38地区）

○平24年度 ：
先行実施地区を募集し、8月31日に12

地区を選定・公表。
1月18日 不燃化特区制度（案）の公表。

○平25年度 ：
4月12日 制度の制定・公表、先行実施

12地区の整備プログラムを認定・公表。
12月5日 新たに6地区の整備プログラ

ムを認定・公表。

○平26年度 ：
4月1日 新たに20地区の整備プログラ

ムを認定・公表。新規地区の募集を開始。

「木密地域不燃化10年プロジェクト」
不燃化特区制度（案）について （平25.1.18 東京都公表） → 平25.4.12制度制定・公表



多様な手法を活用した複合的な取組み例

地区名 概要

主な活用手法

事業 規制誘導 独自制度等

住
市
総
（
密
集
型
）

住
市
総
（
拠
点
型
）

市
街
地
再
開
発

防
災
街
区
整
備
事
業

街
路
事
業

延
焼
遮
断
帯
形
成
事
業

そ
の
他

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区

防
災
街
区
整
備
地
区
計
画

三
項
道
路

六
項
道
路

避
難
経
路
協
定

そ
の
他

新
防
火
地
域

（
東
京
都
）

不
燃
化
特
区

（
東
京
都
）

近
隣
住
環
境
計
画
制
度

（
神
戸
市
）

そ
の
他

複
合
的
な
面
的
取
組
み

墨田区
京島地区

立地特性に応じて市街地
再開発事業や防災街区整

備事業を活用

● ●●●

※

１
● ● ●●

荒川区
荒川二・四・
七丁目地区

拠点整備を活用して、道
路整備と個別更新を推進

● ● ●●

※

２

※

３
●●

寝屋川市
萱島東地区

住市総の密集型と拠点型
の合併施行で取組を推進

●● ● ●

細
街
路
沿
道

の
複
合
的
取
組
み

神戸市
駒ヶ林
地区

路地の特性に応じて建築
基準法を柔軟に合理化

●

※

４
●

※

５

京都市
細街路の実態にあわせた

柔軟な制度設計
●●

※

６

※

７

※１：連続立体化事業、沿道一帯事業
※２：公有地活用（従前居住者用住宅、地権者用代替地、主要生活道路等の整備）
※３：地区計画（一般型）
※４：建ぺい率緩和（通路と二項道路の角地）、建築基準法第４６条（壁面線指定）、４３条ただし書き許可基準緩和
※５：じゃぐち協定、まちなか防災広場
※６：４３条ただし書き許可基準見直し
※７：非道路の道路化（袋路の二項道路指定）、予定拡幅型位置指定道路、細街路対策助成、防災まちづくり

複合的な取組み例①立地特性に応じた手法選択と不燃化の加速化

立地特性に応じた市街地整備手
法の適用

＊駅周辺→市街地再開発事業
＊住宅地→防災街区整備事業

（地区現況等）

・震災・戦災を免れ、震災・戦災を機に人口が急増し、
基盤未整備のまま密集市街地化

・このため、狭隘道路が多く、権利関係も輻輳しており、
建替えが進まない

・一方、駅直近で利便性は高い

地区全体で道路整備と不燃化を
展開

＊住市総事業（密集型）
＊新防火地域
＊街路事業 等

多様なコミュニティ住宅を整備

不
燃
化
特
区
指
定

住み替え 取組の円滑化

取
組
の
加
速
化

（取組のポイント）

居住形態に配慮し、店舗
や工場を併設したコミュ
ニティ住宅を整備（地区
内１４カ所）

地区全体で道路整備や不燃化を促進しつつ、立
地ポテンシャルに応じて再開発事業や防災街区整
備事業を使い分けて密集市街地の改善を推進

立地特性に応じた
市街地更新手法の選択

街路事業

駅周辺→市街地再開
発事業

住宅地→防災街
区整備事業

全国初の
避難経路協定

写真：墨田区

写真：UR

写真：UR

住市総事業
（密集型）

＜京島地区（東京都墨田区）＞
取組の加速化

・不燃化促進助成の
創設

・不燃化建替えの税制
優遇

・まちづくりコンシェル
ジュ



複合的な取組み例②拠点整備を活用して個別更新と道路整備を推進

ポテンシャルの高い駅周辺は市街地再開発
事業による市街地更新

道路整備の推進
＊延焼遮断帯形成事業
＊街路事業 等

（地区現況等）

・関東大震災以降、基盤未整備のまま市街地化し、高
度経済成長期に住・商・工混在の密集市街地が形
成

・大半は狭隘道路で、倒壊や火災の危険度は、最も危
険度が高いランク５

・町屋駅は３路線利用可能でき利便性が高い

個別更新の推進
＊住市総事業（密集型）
＊新防火地域
＊除却・不燃化助成の創設 等

駅周辺は再開
発事業で市街
地更新

不
燃
化
特
区
指
定

住み替え 取組の円滑化

取
組
の
加
速
化

（取組のポイント）

老朽住宅の除却や不燃化建替えと道路整備を主
に取組みを促進させるため、都営住宅跡地を多様
な生活再建の場として活用

都営住宅跡地で拠点整備
＊従前居住者用住宅
＊地権者用代替地
＊主要生活道路用地 等

都営住宅跡地で多様な
生活再建を提供

全国初の延焼遮断帯
形成事業

図版：墨田区まちづくりニュース

優先整備路線の
積極的な整備

個別更新の推進

UR施行従前
居住者用住
宅
（H２７春竣
工予定）

取組の連携

住市総事業
（密集型）

地権者用代替地

公園用地

複合施設用地

防災対策用地

街路事業

＜荒川二・四・七丁目地区（東京都荒川区＞

取組の加速化

・老朽住宅の不燃化と除
却助成の創設

・除却地の税制優遇
・建築相談ステーションの

設置

複合的な取組み例③密集型と拠点型の連携による修復型整備

重点整備地区での修
復型整備

拠点開発と密集整備の
連携

住市総事業（密集
型）による修復型の
まちづくり
＊主要生活道路
＊耐替え支援 等

（地区現況等）

・高度成長期に文化住宅や木造アパート等の賃貸住宅が大量
供給された密集市街地

・賃貸住宅が多数あるため、土地建物の権利関係が輻輳
・地区東側は大規模工場が多数立地
・萱島駅は、大阪市内へのアクセス性が高い

合併施行に
よる取組の
連携

（取組のポイント）

住市総事業の密集型と拠点型の合併施行で連携
して実施。修復型整備を、地権者の意向に柔軟に
対応した共同建て替えで推進。

地権者意向に応じた多様な
共同化

＊２重壁方式共同化（寝屋川方式）
＊防災街区整備事業（全国初） 等

住市総事業（拠点
型）による多様な受
け皿住宅供給
＊府営住宅
＊公社賃貸住宅 等

地区内の大規模低未利用地

拠点的開発

取組の推進

防
災
街
区
整
備

地
区
計
画防街事業

の活用

＜萱島東地区（寝屋川市）＞ 密集型と拠点型の
合併施行

全国初の
防災街区
整備事業

地権者意向に対応した
柔軟な共同建替え（寝屋
川方式）

拠点的開発地区で
の多様な受け皿住
宅等の供給

写真：寝屋川市

防災街区整備
地区計画



複合的な取組み例④路地の特性に応じて建築基準法を合理化

通路と道路のの
どもと敷地には、
建ぺい率の角
地緩和（1/10）を
適用

路地特性により建
替えと不燃化の推
進

（地区現況等）
・古くからの漁村集落

・狭い路地や軒を連ねた形状は住宅市街地になった今も継承さ
れ、住民は路地空間への愛着が強い

・地区内は2項道路と通路で構成されており、建て替えがすすま
ない

（取組のポイント）

道の特性に応じて建築基準法を合理化して、建て替
えのための環境を整備しつつ、防災活動等のソフト対
策を強化。

ソフト面から
の防災対策
＊まちなか防

災広場

＊じゃぐち協
定 等

2項道路
通路

ソフト面からの防災対策
・東所広場を「まちなか防災広場」として位置づけて、災害時の重

要な拠点として活用
・災害時に庭先の蛇口を使用する「じゃぐち協定」の締結

独自制度で建築基準法を合理化しつつ
防災性能を確保

＊近隣住環境計画制度

２項道路（主要道路）

３項道路の適用
＋内装制限

壁面線指定
＋準耐火以上
＋建ぺい率角地緩和

現状維持

２
項
道
路

通
路

４つの道路タイプで建替えと不
燃化を促進

●主要道路：
・2項道路

●路地A：
・3項道路（水平距離指定）＋内装

制限

●路地B：
・建築基準法第46条（壁面線指

定）＋準耐火以上
・43条ただし書き許可包括同意

基準の合理化（幅員、用途）

●路地C：
・現状幅員維持（建築時に通路中

心線から1.35m後退の努力義
務）

近隣住環境計画
制度の活用

＜駒ヶ林1丁目南地区（神戸市）＞

複合的な取組み例⑤細街路の実態にあった建替えと避難確保の取組み

（地区現況等）

・京都市の密集市街地の多くは、袋路や狭あい道路等の細街路沿いに町家が
建ち並んでおり、京都らしい路地の風情やコミュニティが形成

・一方、細街路沿道では、建物の建替えがすすまず、地震時等に倒壊や延焼
する恐れが高い

（取組のポイント）

細街路の実態にあわせて柔軟に既存制度を活用しつつ、避難経
路確保のための助成を創設。

●実態にあわせた制度整備（予定含む）

＊3項道路指定
＊非道路の道路化（袋路の２項道路指定）
＊6項道路指定
＊43条ただし書き許可基準の見直し 等

歴
史
都
市
京
都
に
お
け
る
密
集
市
街
地
対
策
等

の
取
組
方
針(

２
４
年
７
月)

●避難路確保のための助成
＊緊急避難経路の確保
＊袋路入口建物の耐震・防火改修
＊袋路入口の拡幅整備

細街路沿道の建替え促進と避難経路の確保

地元と行政が連携した防災まちづくり
＊自主防災会をベースに協議会を立ち上げ、防災
まちづくり計画の作成と取組の実施

■避難路確保のための助成

■防災まちづくりマップと取組み

図版：京都市

図版：京都市

＜京都市＞



きめ細かな取組みによる補完的展開

（特徴）
•効果は⾼いものの、権利者の協議や合意形成に
時間を要する。
•⼯事着⼿すると、安全性の⼤幅な改善が期待で
きる。
•⼀⽅、資⾦とマンパワーが必要。

（特徴）
•短時間で取り組むことができる。
•改善効果は限定できだが、改善効果がすぐに期
待できる。
•資⾦とマンパワーは最⼩限で可能。

改善効果の高い道路整備

や共同化による不燃化等

きめ細かな取り組み

取組み例：避難経路の確保、空き家の除却、
地域防災活動 など

■市街地の安全性に対する取組み特性イメージ

安全性

時
間

きめ細かな取組み

道路整備、共同化等

市街地全体の安全性

⼯事着⼿

権利調整や合意形成が必要
となり、改善効果があらわれる
まで時間を要する。

改善効果は限定的
だが、すぐに効果
があらわれる。

きめ細かな取組み例

事例 概要
一般的な防災目標

逃げ
られる

消せる
倒れ
ない

燃え
ない

緊急避難サポート事業
（神戸市）

避難等を円滑化するため、行き止まりや段差等
を解消するための整備費を助成する取組み

●

行き止まり道路の緊急避難路整備事業
（板橋区）

災害時に庭先等を利用できる協定を結び、行き
止まり箇所には扉等を設置する全国で先駆けた
取組み

●

避難経路協定
（墨田区）

地域住民が利用してきた通路を、防災街区整備
事業の中で通路を再整備し、隣接地権者と全国
初の避難経路協定を締結

●

近隣火災通報システムの設置
（若狭町熊川宿）

自主防災組織を創設するとともに、空き家も含
む全ての家屋128件に、隣家に火災を知らせる
近隣火災通報システムを設置

●

排水栓の活用
（東京都）

水道の維持管理上必要な施設として私道等に設
置されている排水栓を消火活動に活用する覚え
書きを、消防庁と水道局で締結

●

老朽建物の除却
（長崎市）

老朽建物の除却を立地や状況に応じて「老朽危
険空き家対策事業」と「老朽危険空き家除却費
補助金制度」の２つの取組みを使い分けた取組

● ●



きめ細かな取組み例①緊急避難サポート事業

• 緊急避難経路の安全性を確保し、円滑な避難
、消⽕⼜は救助活動に寄与する緊急避難施設
の整備（⾏き⽌まりに扉を設置する等）に対
する補助を平成２５年からスタート。

• 緊急避難施設の整備及び維持管理等に関して
沿道住⺠等の協定を締結していることを条件
に、緊急避難施設の整備費または30万円の⼩
さい額を助成している。

• 神⼾市では、この他にも、⾝近なきめ細かな
取組みとして、まちづくり協議会が整備や維
持管理する「まちなか防災空地」や避難サイ
ンを設置する「避難誘導設置事業」なども⾏
っている。

①緊急避難施設（扉）＜緊急避難サポート事業（神戸市）＞

逃げられる 消せる 倒れない 燃えない

図版：神戸市

■「緊急避難サポート事業」のイメージ ②緊急避難施設（階段） ③防災まちなか空地

図版：神戸市

東垂水地区での取組み

きめ細かな取組み例②行き止まり道路の緊急避難路整備事業

• ⾏き⽌まり道路でも、災害時の避難経路を確
保できるよう、所有者の協⼒を得て、庭先や
建物と建物の間に、避難経路を設ける独⾃の
事業を全国に先駆けて実施。

• 庭先や建物の間の空間について、災害時に避
難できるよう関係権利者と板橋区で協定を締
結。

• 扉や階段等の設置及び保守費⽤は区が負担し
、⽇常の維持管理は居住者が⾏うこととなっ
ている。

＜行き止まり道路の
緊急避難路整備事業（板橋区）＞

逃げられる 消せる 倒れない 燃えない

関係する地権者に協⼒依頼

権利者との間で協定を締結

板橋区は緊急避難路の必要性が⾼
く、整備が可能な場所の設定

表⽰板の設置や緊急避難路として利
⽤できる扉や階段等を区が整備



きめ細かな取組み例③避難経路協定

• これまで地域住⺠が利⽤してきた通路を、防
災街区整備事業の中で通り抜け通路として再
整備し、事業地区の地権者と隣接地権者とで
全国初の避難経路協定を平成２４年⼋⽉に締
結。

• 協定締結にあたっては、事業主体のUR都市機
構がコーディネートを⾏っている。

＜避難経路協定（京島三丁目地区）＞

逃げられる 消せる 倒れない 燃えない

写真：UR

防災街区整備事業の中で通り抜け通路を再整備

住民が利用してき
た通り抜け通路

従前

従後

きめ細かな取組み例④近隣火災通報システムの整備

• 防災意識が⾼まる中、平成18年の住宅への⽕
災通報機の家庭設置が義務化をきっかけに、
空き家も含むほぼ全ての家屋128件に、隣家に
⽕災を知らせる近隣⽕災通報システムを設置
。

• このシステムは、⽕災の通知を両隣２軒に無
線で伝えることが基本形となっており、これ
を数珠つなぎにして全体を構成している。

• 各家における報知器の設置は、⽕を使う場所
、寝室、階段、廊下など各家で概ね６箇、通
報する隣家に各1個、合計8個が基本。

• これにより、⽕災が起きた際、少なくとも隣
家２件には連絡が届くようになっている。

• また、装置は⽕災や煙に反応するだけでなく
、⼿動ボタンもあり、（ボタンと押すと「⽕
事です」という通報になるが）⽇常⽣活の中
で急に具合が悪くなったときの緊急通報とし
ての役割も期待されている。

＜近隣火災通報システム（若狭町熊川宿）＞

逃げられる 消せる 倒れない 燃えない ■近隣火災通報システムの基本形

報知器は親機も子機も同じで、熊川宿の
システムでは、自宅内だけでなく隣家等
とも連動している。

報知器は目に付きやすい場所に設置（写
真）しており、周辺家屋で火災が発生した
場合は、すぐに火元にかけつけることに
なっている。

火災通報があった場合の行動は、マニュ
アル化されており、防災訓練等で使い方
等を習得している。

伝建地区に選定されている街並み



きめ細かな取組み例⑤排水栓の活用

• ⽊造住宅密集地域では消防⾞両が接近できない狭隘道路などが多く存在するため、消防隊による消
⽕活動に加え、地域住⺠による初期消⽕体制の強化が求められている。

• このため、東京消防庁と東京都⽔道局は迅速な初期消⽕活動等の充実を図るため、特別区内の排⽔
栓を消⽕⽤⽔源として活⽤することを⽬的とし、平成２４年６⽉に覚書を締結。

• このことにより、密集市街地の地域住⺠が、初期消⽕に活⽤できる消⽕⽤⽔源の確保が可能となっ
た。

＜排水栓の活用（東京都）＞

逃げられる 消せる 倒れない 燃えない

区名 箇所数

千代田区 0

中央区 1

港区 3

文京区 18

台東区 5

豊島区 48

墨田区 15

江東区 9

江戸川区 11

荒川区 5

足立区 22

葛飾区 13

区名 箇所数

新宿区 4

中野区 6

杉並区 13

品川区 23

大田区 24

目黒区 29

世田谷区 93

渋谷区 18

北区 5

板橋区 10

練馬区 31

合計 406

きめ細かな取組み例⑥老朽建物の除却

• ⻑崎市では、所在地や所有者の意向に応じて「⽼朽危険空き家対策事業（都市計画部まちづくり推
進室）」と「⽼朽危険空き家除却費補助⾦（建築部建築指導課）により、⽼朽住宅の除却を⾏って
いる。

• 前者は⼟地と建物を⻑崎市に寄附した後、市が除却を⾏い、跡地については地元住⺠が維持・活⽤
を⾏うタイプで対象のエリアは限定されている。

• 後者は、全市を対象に、⽼朽度判定等の⼀定の条件を満たす空き家を除却する者に対して除却費⽤
の⼀部を助成するタイプ。

• これらの取組みにより、災害時の⽡等の⾶散及び家屋倒壊等の危険性の軽減や、住環境の改善が期
待されている。

＜老朽建物の除却（長崎市）＞

逃げられる 消せる 倒れない 燃えない

放置され危険性の⾼い空き家【左】、⽼朽危険空き家対策事業で整備されたポケットパーク【中】や駐輪場【右】（⻑崎市の事業パンフレットより）



【参考】きめ細かな取組みによる地区内閉塞度の改善効果イメージ①

項目 市街地現況

地区面積[ha] 7.6

主要生活道路延長[ｍ] 291

昭和45年以前建物棟数[棟] 225

昭和46～56年建物棟数[棟] 45

昭和56年以前木造・防火増棟数密度[棟/ha] 36.4

耐震改修等実施済み棟数[棟] 0

細街路全長[ｍ] 2,078

細街路全長のうち幅員４ｍ以上[ｍ] 504

両端接続細街路[ｍ] 1,857

標準敷地奥行き[ｍ] 15

地区内閉塞度 ４（94.5%）

• Ａ地区の場合、避難確率を1.0％改善させるためには、
耐震改修ならば77棟、行き止まり道路の解消なら422ｍ
（1箇所解消すれば30ｍ程度は延長が伸びるため10箇所
程度）等が必要

• 0.1％改善させるためには、昭和45年以前建物を除却や
建替えで7棟減らすことや、行き止まり道路の解消を38
ｍ（1箇所程度）が必要

• なお、各取り組みを組み合わせることで、改善効果は高
まる。

入力項目

現況 避難確率の改善程度

(94.5%) +0.1% +0.5% +1.0%

昭和45年以前建物棟数[棟] 225棟 -7棟 -32棟 -62棟

耐震改修等実施済み棟数[
棟]

0棟 ＋8棟 ＋39棟 ＋77棟

細街路全長のうち幅員４ｍ
以上[ｍ]

504m +52m +262m +532m

両端接続細街路[ｍ] 1,857m +38m +197m +422m

＜A地区＞

主要生活道路
細街路（４～６ｍ）
細街路（４ｍ未満）

【参考】きめ細かな取組みによる地区内閉塞度の改善効果イメージ②

項目 市街地現況

地区面積[ha] 5.4

主要生活道路延長[ｍ] 277

昭和45年以前建物棟数[棟] 116

昭和46～56年建物棟数[棟] 49

昭和56年以前木造・防火増棟数密度[棟/ha] 31.5

耐震改修等実施済み棟数[棟] 0

細街路全長[ｍ] 1,392

細街路全長のうち幅員４ｍ以上[ｍ] 902

両端接続細街路[ｍ] 902

標準敷地奥行き[ｍ] 15

地区内閉塞度 ３（96.4%）

• Ｂ地区の場合、避難確率を1.0％改善させるためには、
耐震改修ならば77棟、行き止まり道路の解消なら371ｍ
（1箇所解消すれば30ｍ程度は延長が伸びるため10箇所
程度）等が必要

• 0.1％改善させるためには、昭和45年以前建物を除却や
建替えで18棟減らすことや、行き止まり道路の解消を31
ｍ（1箇所程度）が必要

• なお、各取り組みを組み合わせることで、改善効果は高
まる。

入力項目

現況 避難確率の改善程度

(96.4%) +0.1% +0.5% +1.0%

昭和45年以前建物棟数[棟] 116棟 -18棟 -26棟 -52棟

耐震改修等実施済み棟数
[棟]

0棟 ＋9棟 ＋41棟 ＋77棟

細街路全長のうち幅員４ｍ
以上[ｍ]

902m +47m +239m +486m

両端接続細街路[ｍ] 902m +31m +167m +371m

＜B地区＞

主要生活道路
細街路（４～６ｍ）
細街路（４ｍ未満）



３． 住宅・建築物の耐震化の促進について

住宅・建築物の耐震化の現状と目標

目標（Ｈ３２）

95%
目標（Ｈ２７）

90%

住宅の耐震化率の現状と目標

住宅の耐震化の状況 平成27年における目標 平成32年における目標

目標（Ｈ２７）

90%

多数の者が利用する建築物の耐震化の状況 平成27年における目標

多数の者が利用する建築物＊の耐震化率の現状と目標

＊多数の者が利用する建築物：学校、病院、百貨店等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物

現状（Ｈ２０）

約79％

現状（Ｈ２０）

約80％

鉄骨ブレースによる壁の補強基礎の補強

筋交いによる補強

構造用合板による補強

筋交いのタスキ掛け

<戸建住宅>
<建築物>

耐震改修イメージ

中央防災会議で策定された「地震防
災戦略」において、平成27年までに大
規模地震による死者を半減するため、
耐震化率を９割とすることとされている。

住宅・建築物の耐震化率の目標

南海トラフ巨大地震、首都直下地震などの大規
模災害対策を推進するとともに、（中略）公共施
設等の耐震化を含めた防災・減災の取組を実施
する。

「経済財政運営と改革の基本方針」
（平成25年６月24日閣議決定）

（住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備）

[基礎的な安全性の確保]
新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐
震性を有する住宅ストックの比率
【79%（平20）→95%（平32）】

住生活基本計画
（平成２３年３月閣議決定）



○耐震改修促進計画の策定の状況 H25.4.1現在

策定済
平成25年９月
までに策定

平成25年度中
に策定

平成26年度
以降に策定

都道府県 47

累計
47

100.0％

市区町村 1,624 10 28 8

累計
1,624 1,634 1,662 1,670

93.2% 93.8％ 95.4％ 95.9％
平成25年4月1日現在、1,742市区町村

建物種別 区分
補助が受けられる市区町村数及び割合

市区町村数 割合

戸建住宅
耐震診断 1,405 80.7％

耐震改修 1,340 76.9％

マンション
耐震診断 589 33.8％

耐震改修 511 29.3％

非住宅建築物
耐震診断 584 33.5％

耐震改修 318 18.3％

○耐震診断・改修に対する補助制度の整備状況
H25.4.1現在

平成25年4月1日現在、1,742市区町村

住宅・建築物の耐震化促進策の実績

建物の種類 交付率

・緊急輸送道路沿道
・密集市街地、津波浸
水区域等の避難路沿
道

国と地方で２／３

・その他 国と地方で２３％

建物の種類 交付率

・緊急輸送道路沿道
・密集市街地、津波浸水区域等
の避難路沿道

・避難所等の防災拠点

公共建築物：国１／３
民間建築物：国と地方で２／３

・多数の者が利用する建築物
（3階建、1,000㎡以上の百貨店等）

・大規模な危険物処理・貯蔵場
・避難路沿道（密集市街地、津波浸
水区域等に係るもの以外）

公共建築物：国１１．５％
民間建築物：国と地方で２３％

＊住宅・建築物の耐震化に係る事業については、地域住宅計画に基づく事業、社会資本整備総合交付金等の効果促進事業においても実施可能。

住宅の耐震改修、建替え等※ 建築物の耐震改修、建替え等※

計画策定等

住宅の耐震診断

民間実施 国：１／３、地方：１／３
地方公共団体実施 国：１／２

民間実施 国：１／３、地方：１／３
地方公共団体実施 国：１／２

建築物の耐震診断

民間実施 国：１／３、地方：１／３
地方公共団体実施 国：１／３（緊急輸送道路沿道は１／２）

＊住宅にはマンションを含む。

【住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修促進事業） 】

国と地方で３０万円／戸を加算
（平成25年度補正予算案で平成26年度末まで延長）

＊社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の基幹事業

※緊急輸送道路沿道・避難路沿道の住宅は除却費も交付対象 ※緊急輸送道路沿道・避難路沿道の建築物は除却費も交付対象

住宅・建築物の耐震化に関する国の支援制度（平成２５年度～２７年度）



１．背景
○ 「地震防災戦略」（中央防災会議策定（Ｈ17年））において、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震

化目標を平成２７年までに９０％と設定（平成１５年時点：７５％）。（現行の耐震基準は昭和５６年６月に導入）

○ 耐震化率は平成２０年時点で住宅が約７９％、多数の者が利用する建築物が約８０％となっている。平
成２０年までに達成すべき数値よりも約２％マイナスの状況。

○ 南海トラフの巨大地震や首都直下地震の被害想定で、これらの地震が最大クラスの規模で発生した場
合、東日本大震災を超える甚大な人的・物的被害が発生することがほぼ確実視。
（南海トラフの巨大地震の被害想定（H24.8内閣府）：建物被害約94万棟～240万棟、死者数約3～32万人）

○ 耐震改修促進法の改正や支援措置の拡充による住宅・建築物の耐震化の促進が喫緊の課題。

２．耐震改修促進法の改正の概要

○マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修の努力義務を創設。

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及
び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち
大規模なもの等

都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

（1）建築物の耐震化の促進のための規制強化

地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建
築物

（※）東日本大震災後の
Ａ市役所の損傷状況

平成27
年末ま
で

耐震改修の指示
（従わない場合には

その旨の公表）

建築基準法による改修命令等

倒壊等の危険性が高い場合

耐震診断結果に基づく
耐震改修の促進

地方公共
団体が指
定する期
限まで

耐震診断の義務化・耐震診断結果の公表

全ての建築物の耐震化の促進

（現行制度）

●建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律
＜予算関連法律、公布：平成２５年５月２９日、施行：同年１１月２５日＞

【新たに認定対象となる
増築工事の例】

改修前の
バルコニー幅

増築された部分

新たに補強

○不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等 ・・・建築物の用途ごとに取りまとめた上で公表
○避難路沿道建築物及び防災拠点建築物 ・・・期限が同一である建築物ごとに取りまとめた上で公表

（２）建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例
○新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度につ

いて対象工事の拡大及び容積率、建ぺい率の特例措置の創設。

耐震性に係る表示制度の創設

○耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示で
きる制度を創設。

○耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（マンション等）について、
大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和。
（区分所有法の特例：３／４以上→過半数）

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

耐震性に係る表示制度の創設

○原則として、以下の①及び②の要件を満たす建築物が対象
①階数３及び床面積の合計5，000㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等（※）であること
②旧耐震基準により新築した建築物（新耐震基準により増築等の工事を行い、検査済証の交付を受けたものを除く。）であること

（※）小・中学校は階数２及び床面積の合計3，000㎡以上、幼稚園・保育所は階数２及び床面積の合計1，500㎡以上 等

耐震診断義務付け対象となる大規模建築物の要件

耐震診断結果の公表の方法

【表示の様式】



耐震診断義務付け対象建築物への補助制度①

国

２／５

（２／５＝交付金１／３＋補助金１／１５）

補
助
金

国
交付金
１／３

地方

１／３

事業者

１／３

現行の住宅・建築物安全ストック形成事業（交付金）

※ 通常の交付金に加え、補助金を追加し、国費による実質補助
率を １／２に拡充する。

事業者

２／３

国
補助金
１／３

●改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付け対象

となる民間の不特定多数利用大規模建築物（要緊急安全確認
大規模建築物）等に適用する場合の原則形は、以下のとおり。

※ 地方公共団体が国と同額の負担による１／２の支援を行えば、
全額公費負担とすることができる。

耐震診断への支援

※ 地方公共団体が支援策を整備していない場合でも、国単独で
交付金の場合と同じ補助率１／３の補助を行う。

（１／２＝交付金１／３＋補助金１／６）

国
交付金

11.5
%

地方
11.5

％

事業者

７７％

現行の住宅・建築物安全ストック形成事業（交付金）

耐震改修への支援

※ 都道府県が改正耐震改修促進法に基づき避難所等に位
置づければ（要安全確認計画記載建築物）、国費による実
質補助率を ２／５に拡充する。

※ 地方公共団体が支援策を整備していない場合でも、国単独で
交付金の場合と同じ補助率１１．５％の補助を行う。

※ 通常の交付金に加え、補助金を追加し、国費による実質補助
率を １／３に拡充する。

事業者

４/15～1/5

地方

１／３～２／５

事業者

55.2％～1/3

国

１／３

（１／３＝交付金１１．５％＋補助金２１．８％）

補
助
金

地方

11.5％～1/3※ 診断・改修いずれの場合も、交付金に対応した
地方負担の５０％に対して特別交付税が措置できる

事業者

８８．５％

国
補助金
11.5%

国

１／２

補
助
金

地方

1/3～1/2

事業者

1/6～0

耐震対策緊急促進事業 （3年間 時限の補助金） 平成26年度予算：国費200億円（平成25年度予算：国費100億円）

※ 補助を受けるためには、建築基準法令に違反してい
ないことが条件（法令違反については、自己負担によ
る違反是正が必要）

耐震診断義務付け対象建築物への補助制度②

国
交付金
１／３

地方

１／３

事業者

１／３

現行の住宅・建築物安全ストック形成事業（交付金）

※ 地方公共団体が交付金による補助制度を整備している場合に
限り、国としての追加支援策を講じる。

※ 通常の交付金に加え、補助金を追加し、国費による実質補助
率を １／２に拡充する。

※ 避難路沿道建築物については、補償規定により全額公費負
担とする。

※ 避難所等の防災拠点については、地方公共団体が国と同額
の負担による支援を行えば、全額公費負担とすることができる。

耐震診断への支援

耐震対策緊急促進事業 （3年間 時限の補助金） 平成26年度予算：国費200億円（平成25年度予算：国費100億円）

現行の住宅・建築物安全ストック形成事業（交付金）

耐震改修への支援 ※ 地方公共団体が交付金による補助制度を整備している場合に
限り、国としての追加支援策を講じる。

※ 通常の交付金に加え、補助金を追加し、国費による実質補助
率を 2／5に拡充する。

国

１／２

（１／２＝交付金１／３＋補助金１／６）

補
助
金

国
交付金
１／３

地方

１／３

事業者

１／３

●改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付け対象となる民間の避難路沿道建築物、避難所等の防災拠点（要安全
確認計画記載建築物）に適用する場合の原則形は、以下のとおり。

国

２／５

（２／５＝交付金１／３＋補助金１／１５）

補
助
金

事業者

４/15～1/5

地方

１／３～２／５

地方

1/3～1/2

事業者

1/6～0

※ 補助を受けるためには、建築基準法令に違反していないことが条件（法令違反については、自己負担による違反是正が必要）

※ 診断・改修いずれの場合も、交付金に対応した地方負担の５０％に対して特別交付税が措置できる



耐震診断義務付け対象である大規模な旅館・ホテルに対する補助制度整備状況

２５年度当初時点耐震診断への補助

耐震改修への補助

●都道府県単位の補助制度整備状況（平成２６年度当初現在）
（耐震診断義務付け対象である大規模な旅館・ホテルに対する補助制度）

２５年度当初時点

２６年度当初時点

２６年度当初時点

４７都道府県
（１８政令市）

１５都道府県
（１２政令市）

１２都道府県
(１０政令市)

５都道府県
(７政令市)

※政令市のうち、千葉市
は診断未実施の義務付け
対象旅館・ホテルがなく、
大阪市は大阪府で補助を
実施

※耐震改修への補助制度
が未整備の都道府県・政
令市においても、診断結
果や改修の予定を踏まえ
つつ、26年度補正・27年度
予算に向けて引き続き制
度化を検討中

① 住宅の耐震改修等について緊急促進のための支援※１

・住宅の耐震改修等について、通常の補助額に加え、戸当たり30万円（国費15万円）の加算
（平成２６年度末まで延長）

② 補助対象限度額の拡充等※１、※２

・補助対象限度額 診断：設計図書の復元等の追加的費用を要する場合、150万円まで加算
改修：大規模地震時に機能確保すべき建築物において高い耐震性を確保する場合
(通常47,300円/㎡→80,000円/㎡) 等

③ 改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる地方公共団体の建築物に対する補助率の拡
充※１

・要緊急安全確認大規模建築物（不特定多数の者が利用する建築物等）
診断：1/3→1/2、改修：11.5%→1/3

・要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物、避難所等）
診断：1/3→1/2 改修：1/3 → 2/5

※１：住宅・建築物安全ストック形成事業、※２：耐震対策緊急促進事業

平成 2 5 年度補正予算の概要

＜参考１＞住宅・建築物の耐震化支援策に係る拡充事項（平成25年度補正予算）



① 既設エレベーター及び既設エスカレーターの安全確保の促進※１

・建築基準法において新設のエレベーター・エスカレーターに義務づけられた、エレベーターの釣合おもりの脱落防止対策やエス

カレーターの脱落防止措置等の安全対策を講じる既設のエレベーター・エスカレーターの改修を支援する。

② 長周期地震動対策緊急促進事業の拡充※２

・既設の超高層マンション等の安全性を確保するため、今後想定される長周期地震動を踏まえた制震改修等を支援する。

③ 消費税の引上げに伴う補助対象限度額等の引上げ※１、※２

・平成26年４月１日の消費税及び地方消費税率の引上げに伴い、補助対象限度額等について対象分の引上げを実施する。

○不特定多数の者が利用する大規模建築物等の耐震診断の義
務化・耐震診断結果の公表

○全ての建築物の所有者に対する耐震診断等の努力義務

○耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特
例

○耐震性に係る表示制度の創設
○区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

改正耐震改修促進法（公布：平成25年5月29日、施行：平成25年11月25日）

■ 建築物の耐震化の促進のための規制強化

■ 建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

（参考）旧耐震基準の建築物の耐震化
＜天井の脱落対策＞

○建築基準法に基づく脱落対策のため
の基準の策定
（平成26年4月1日施行）

○既設の天井の脱落対策のための改
修の促進

＜エレベーター・エスカレーターの安全
対策＞

○建築基準法に基づく安全性確保のた
めの基準の策定
（平成26年4月1日施行）

○既設のエレベーターの地震時の安全
性向上や既設のエスカレーターの脱
落防止のための改修の促進

＜長周期地震動対策＞

○新築等の超高層建築物
等について、想定される
長周期地震動による検
証を義務付け

○既設の超高層建築物等
の制震改修等の促進

平成 2 6 年度予算の概要

＜参考２＞住宅・建築物の耐震化支援策に係る拡充事項（平成26年度予算）

※１：住宅・建築物安全ストック形成事業、※２：耐震対策緊急促進事業

「釣合おもりの脱落防止対策」「主要な支持部分の構造」「エスカレーターの脱落防止措置」は平成２６年度から新規拡充

補助内容

建築物の要件：一定の区域内の1,000㎡以上かつ3階以上の耐火又は準耐火建築物のうち、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規
定する特定建築物で、修繕項目にエレベーター、エスカレーターが規定された長期修繕計画又は維持保全計画を作成している建築物に設置されたもの

補助要件

エレベーター 補助率：１１．５％（国費）（補助対象限度額：５００万円／台）
エスカレーター 補助率：１１．５％（国費）（補助対象限度額：２５０万円／台）

補助率等

（綱車からのロープの
はずれ防止措置の例）

（昇降路内突出物へのロープ
等の絡まり防止措置の例）

主要機器の耐震補強措置

既設エレベーターの防災対策改修（P波感知型地震時管制運転装置の設置、主要機器の耐震補強措置、戸開走行保護装置の設置、釣合おもりの脱落防止対策、主要な支
持部分の構造）及び既設エスカレーターの脱落防止措置

補助対象

※ 構造躯体とエレベーターの耐震改修と併せて釣合おもりの脱落防止対策、主要な支持部分の構造に係る工事を行う場合（補助対象限度額： ３５０万円／台を加算）
構造躯体の耐震改修と併せてエスカレーターの脱落防止措置に係る工事を行う場合（補助対象限度額： ２５０万円／台を加算）

エスカレーターの脱落防止措置

（固定部）

（非固定部）

（待機型ブレーキを追加する場合の例）

駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の
すべての出入り口の戸が閉じる前にかごが昇降するこ
とを防ぐ

通常のブレーキ

巻上機

メインロープ

通常のブレーキとは別
系統により戸開走行時
に作動する２つ目のブ
レーキ

戸開走行保護装置の設置 【対策１】端部に十分な「かかり代」の確保

【対策2】かかり代によらない脱落防止措置（バックアップ措置）

鋼材、ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等により支える例

微震動感知

本震到達

Ｐ波を感知し、最寄り階に自
動運転し、乗客をエレベー
ター外に避難させる。

初期微動（Ｐ波）
・振動エネルギー：小
・伝達速度：速い

本震（Ｓ波）
・振動エネルギー：大
・伝達速度：遅い

時間

震源からの距離

地震動を感知
する装置 地震発生

P波感知型地震時管制運転装置の設置

主要な支持部分の構造

「主要な支持部分」
エレベーターのかごを支え、又は構造上主
要な部分

【例】レール（レール支持部材を含む）、
支持ばり、プランジャー、シリンダーなど

昇降路内のレールの変形事例

釣合おもりの脱落防止対策

釣合おもりに通しボルトや枠連結金具を設置した事例
下階床から支持柱を設ける例

脱落防止部材

脱落防止部材

エレベーターの防災対策改修

平成２６年度拡充 平成２６年度拡充

平成２６年度拡充

＜参考３＞既設エレベーター及び既設エスカレーターの安全確保の促進
（平成26年度予算における住宅・建築物安全ストック形成事業の拡充事項）



既存建築物の耐震改修投資促進のための特例措置（法人税・所得税・固定資産税）

結果の概要

耐震診断が義務付けられる建築物について耐震改修工事を行った場合

○ 特別償却を可能とする。
○ 固定資産税を減額する。

○改正耐震改修促進法（平成25年11月施行予定）に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、以下の特例措
置を講じる。

【法人税・所得税】
耐震診断が義務付けられる建築物について、平成27年３月31日までに耐震診断結果の報告を行った者が、平成26年４月１日

からその報告を行った日以後５年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について、その取得価額の
25％の特別償却ができることとする。

【固定資産税】
耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断結果が報告されたものについて、平成26年４月１日から平成29年３月31日まで

の間に政府の補助を受けて改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分から２年度分の固定資産税について、固定資産税
額の２分の１に相当する額を減額する（ただし、改修工事費の2.5％を限度とする）。

＜参考４＞建築物の耐震改修促進のための税制措置の拡充事項（平成26年度税制改正事項）

４． 街なみ環境の整備と多様な連携強化について



○住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が
協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を
形成する

【街なみ環境整備促進区域】
面積１ha以上かつ、①～③のいずれかの要件に該当する区域
①接道不良住宅*率70%以上かつ、住宅密度30戸/ha以上
②区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4未満であり、

かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
③景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的風致維
持向上計画の重点区域の一部又は全部を含む区域及び条例等により景観形成を図るべ
きこととされている区域

*接道不良住宅とは、復員4m以上の道路に接していない住宅をいう

【街なみ環境整備事業地区】
街なみ環境整備促進区域において、地区面積0.2ha以上かつ、区域内土地所
有者等による「街づくり協定」が締結されている地区

地区内の公共施設の整備

道路・公園等の整備

生活環境施設の整備

（集会所、地区の景観形成のため
設置する非営利的施設等）

公共施設の修景

（道路の美装化、街路灯整備等）

電線地中化

（交付率：１/2）

街なみ景観整備の助成

住宅等の修景

（外観の修景の整備）

景観重要建造物、歴史的風致形
成建造物の活用

（修理、移設、買取等）

（交付率：1/2,1/3）

協議会の活動の助成

空家住宅等の除却

協議会の活動の助成

勉強会､見学会､資料収集等（交付率：1/2）

空家住宅等の除却

（交付率：1/2）

街なみ環境整備事業の制度の概要（社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

：完了地区

：事業中の地区

都道府県 事業実施地区数 (内完了地区数)

北海道 9 5
青森県 2 1
岩手県 2 1
宮城県 6 4
秋田県 3 2
山形県 9 5
福島県 10 6
茨城県 4 2
栃木県 4 3
群馬県 3 0
埼玉県 5 2
千葉県 3 1
東京都 9 6

神奈川県 6 3
山梨県 6 3
長野県 19 8
新潟県 16 10
富山県 2 0
石川県 26 19
岐阜県 7 5
静岡県 1 1
愛知県 6 4
三重県 3 1
福井県 4 2
滋賀県 14 12
京都府 7 2
大阪府 7 4
兵庫県 21 17
奈良県 18 5

和歌山県 2 2
鳥取県 7 2
島根県 14 7
岡山県 8 4
広島県 8 3
山口県 9 7
徳島県 4 1
香川県 1 1
愛媛県 3 3
高知県 6 3
福岡県 13 6
佐賀県 6 1
長崎県 12 4
熊本県 8 6
大分県 11 2
宮崎県 2 1

鹿児島県 5 3
沖縄県 2 0
合計 353 190

街なみ環境整備事業 実施状況（平成２６年４月１日現在）



美しい景観の形成・良好な居住環境の整備等

住宅等の修景整備を行い、
地域固有の景観を守り、
育てたい地区

旧城下町、御堂筋など、地域独自のたたずまいを
今に残す地区において、住宅等の修景整備により、
歴史的なまちなみを維持、保全します。あわせて、
電線の地中化や道路の美装化を行うことで、
いっそう美しい景観を形成することができます。

街に新たな魅力を加えたい地区

中心市街地として活力の低下や、商店街の衰退など
が課題となっている地区において、統一感のある住宅
等の修景整備にあわせて電線の地中化や道路の美
装化、小公園の整備などを行い、訪れて歩くことが楽
しい新たな街の魅力を加えていくことができます。

老朽化した住宅が多く生活道路が
未整備な地区

老朽化した住宅が目立ったり、狭隘な道路が多い
地区においては、道路の整備にあわせた建替が
まちづくりのきっかけになります。一定のルール
の下での建替を順次誘導することで、良好な街な
みを形成することができます。

ゆとりある居住環境を整備したい地区

住民の憩いの場や住民交流の拠点が不足している
地区においては、公園や緑地の整備とともに遊具、
ストリートファニチャーなどを設置し、
また集会所等を整備することにより、
ゆとりある居住環境を整備することができます。

以下のような地区で活用可能

街なみ環境整備事業の制度の概要（活用のイメージ）

小公園・緑地の整備

集会所等（生活環境施設）の整備

電線地中化・道路美装化

集会所や街なみ形成のための活動支援、景観形成の
ために設置する非営利的施設が交付の対象です。

街なみ整備事業

住宅・建築物の新築、増築、改築、修繕に係る工事費のうち、
屋根、壁等の外観に係る経費を交付の対象としています。

街なみ整備助成事業

整備前 整備後 整備前 整備後

住宅・建築物の修景 門、塀、柵等の整備

街なみ環境整備事業の主な整備メニュー

案内板の設置

上記のほか、社会資本整備総合交付金の「効果促進事業」によりハード・ソフト事業への支援も可能



歴史的風致

 歴史的価値の高い国民共有の文化的な資産
＋

 地域の歴史・文化を反映しつつ、営まれる人々の活動

著しく損なわれるものを回復できない

古都保存法 文化財保護法 景観法・都市計画法

社会資本整備審議会で「古都保存行政の理念の全国
展開」を提言

文化審議会で「文化財と周辺環境を一体として捉え、保存・
活用すること」を提言

保全

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成11年 平成16年 平成19年

約10,900棟

約9,500棟
約8,700棟

▲2,200棟金沢市のまちなかの現状

８年間の間に、約2,200棟
（全体の約20％）の歴史的建
築物が失われている。

（出典：金沢市資産税課）

町家が壊され、空き地に

まちづくり行政(国土交通省・農林水産省) 文化財行政(文化庁) 

町家の全面を覆う看板

歴史まちづくり（歴史的風致の維持及び向上）を積極的に支援

制度の特徴： 意欲的な
全国の市町村を対象

文化財を核とした
市街地を対象

市町村のまちづくりの
取組を支援

歴史まちづくり（歴史的風致の維持及び向上）の必要性

歴史的風致維持向上計画認定状況（H26.4現在）

石川県金沢市

長野県下諏訪町
岐阜県高山市

熊本県山鹿市

高知県佐川町

三重県亀山市

山口県萩市

滋賀県彦根市

愛知県犬山市

岡山県津山市

茨城県桜川市

京都市

茨城県水戸市

滋賀県長浜市

群馬県甘楽町

岡山県高梁市

徳島県三好市

福岡県太宰府市

市町村名 認定日

金沢市

H21. 1.19

高山市

彦根市

萩市

亀山市

犬山市

H21. 3.11

下諏訪町

佐川町

山鹿市

桜川市

津山市 H21. 7.22

京都市 H21.11.19

水戸市

H22. 2. 4長浜市

弘前市

甘楽町 H22.3.30

高梁市

H22.11.22太宰府市

三好市

白河市

H23. 2.23松江市

恵那市

岐阜県恵那市

島根県松江市

富山県高岡市

長野県松本市

神奈川県小田原市

埼玉県川越市

市町村名 認定日

高岡市

H23. 6. 8
小田原市

松本市

川越市

多賀城市 H23.12. 6

宇治市

H24. 3. 5
大洲市

美濃市

佐賀市

尾道市

H24.6.6
竹原市

明和町

東御市

岐阜市

H25.4.11長野市

津和野町

堺市

H25.11.22鶴岡市

日南市

郡上市

H26.2.14名古屋市

斑鳩町

岐阜県美濃市

京都府宇治市

愛媛県大洲市

佐賀県佐賀市

長野県東御市

三重県明和町

広島県竹原市

広島県尾道市

長野県長野市

岐阜県岐阜市

島根県津和野町

合計：４４都市

宮崎県日南市
堺市

名古屋市

奈良県斑鳩町

岐阜県郡上市

青森県弘前市

福島県白河市

宮城県多賀城市

山形県鶴岡市



街なみ環境の整備と観光振興の連携強化

○ 訪日外国人旅行者は、日本の歴史的・伝統的な街なみや都市の景観などに対する関心が高く、国際競争力の
高い観光地の形成に資する、美しく魅力的な街なみ整備を推進することが有効。

○ 他方、現状では、街なみ環境の整備改善に係る事業等について、地方公共団体の観光部局や観光関係団体等
への十分な周知、相互の連携が必ずしも図られていない。

観光行政とまちづくり行政の新たな連携・協働を展開

★ハード面の取組 ～ 美しく魅力的な街並み環境整備への支援

・訪日旅行促進事業（地方連携事業）
の活用による魅力的な街なみの情報
発信

・観光庁の主催する会議等の活用に
よる事例・手法の周知

海外へ

国内へ

★観光行政とまちづくり行政とが連携し、地方
公共団体をはじめ民間事業者とも情報共有
する新しい取組み

・既存建築物の外観の
修景整備

・催事・避難に活用できる
小公園等の整備

・空き店舗等を活用した交
流センターの整備

・既存建築物の耐震改修

・街並み・建物の調査
・コンサルタント派遣

・権利者・住民等の意識
調査

・勉強会・見学会開催

・老朽空き家の除却 ・道路の美装化、案内板の
設置

・観光ルートの開発
・観光マップの作成
・催事の開催
・社会実験の実施
・周知・情報発信

★街なみ環境の整備改善事業等を活用した、
魅力ある観光地域づくりのモデルとなる取組
事例集の取りまとめ

社会資本整備総合交付金によるソフト・ハードへの支援

地域の住民等

まちづくり
関係者

観光関係者

★ソフト面の取組 ～ 関係者の連携による協議会活動への支援

新たな連携・協働の展開

検索街なみ環境

検索街なみ環境
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５．その他関連する支援制度について

○既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、街なか居住の推進等
を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う

事業に関連する公共施設の整備

道路・都市公園・河川等の整備

関連公共施設整備

（交付率：通常事業に準ずる）

良質な住宅の供給

拠点開発地区における良
質な住宅の供給

市街地住宅等整備事業

調査設計計画、土地整備、 共同
施設整備

（交付率：1/3）

地区内の公共施設の整備

道路・公園等の整備

コミュニティ施設の整備

（集会所、子育て支援施設等）

空き家等の活用

・空き家又は空き建築物の取得（用地費 は
除く。）、移転、増築、改築等

等

（交付率：１/３）

受け皿住宅の整備

従前居住者用の受け皿住宅の整備

都市再生住宅等整備事業

調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備等（交付率：1/３、1/2）

街なか居住再生型の地区要件
【整備地区の要件】
・重点整備地区を一つ以上含む地区
・整備地区の面積が概ね５ha以上

（重点供給地域は概ね２ha以上）

【重点整備地区の要件】
・重点整備地区の面積が概ね１ha以上30ha以下

（重点供給地域は概ね０．５ha以上30ha以下）
・一定の条件を満たす中心市街地
・重点整備地区で概ね50戸以上かつ10戸/ha以上

の住宅整備を行う

拠点開発型の地区要件
【整備地区の要件】
・重点整備地区を一つ以上含む地区
・整備地区の面積が概ね５ha以上（重点供給地域は概ね２ha以上）
・原則として住宅戸数密度が３０戸/ha以上の地区

【重点整備地区の要件】
・重点整備地区の面積が概ね１ha以上

（重点供給地域は概ね０．５ha以上）
・三大都市圏の既成市街地、重点供給地域、県庁所在地、一定の条

件を満たす中心市街地等
・原則として概ね1ha以上かつ重点整備地区面積の20％以上の拠点

的開発を行う区域を含む

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の基幹事業
住宅市街地総合整備事業（拠点開発型・街なか居住再生型）



目的

○人口減少への対応（公的賃貸住宅の規模の適正化）

○高齢化への対応（高齢者向け住宅、サービス施設等の導入）

○低炭素型のコンパクトなまちづくり

現状・課題

○今後、高齢化が急速に進展する大都市近郊地域等にお
いて、空室・空家の増加、生活サービス施設の不足
（偏在）等の課題が発生

○大規模団地の集約化を通じて、周辺の市街地も含めた
地域全体の再編を図る必要

ニュータウンの再編・再生による医職住の近接化、地域の集約化

概 要

 特に高齢化の著しい大都市周辺部において、大規
模な公的賃貸住宅団地の連鎖的な建替えを行いつ
つ、団地余剰地への民間のサービス付き高齢者住
宅導入などにより、地域全体の居住機能を再生。
事業の実施にあたっては、ＰＦＩの導入等により、民
間も活用。

 事業により生じた空き地・建物については、まちづく
りの方向に即しつつ、地域の医療・福祉拠点用地、
公園・戸建住宅用地、商業・流通施設用地等として
活用し、地域の付加価値を向上。

 団地の再編・再生に係る事業に加え、周辺地区も含
めた高齢者の住み替え、空き家の除却、まちづくり
協議会の活動等も支援。

○ニュータウン等の地域居住機能の再生

に対する支援

地域居住機能再生推進事業（平成２５年度～） 平成26年度当初予算額：140億円

地域居住機能再生推進事業の対象地区などのイメージ

・整備地区の面積が概ね5ha以上であること。 （ただし、重点供給地域にあっては概ね2ha以上であること。）
・重点整備地区の面積が概ね1ha以上であること。 （ただし、重点供給地域にあっては概ね0.5ha以上であること。）
・入居開始から30年以上経過した公的賃貸住宅団地を含むこと。
・公的賃貸住宅の管理戸数の合計が概ね1,000戸以上であること。

※団地内に複数の生活支援施設等を併設する場合は、概ね300戸以上であること（平成２６年度予算における拡充事項）

対象地区

・２者以上の事業主体による協議会を構成していること。 （地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構、民間事業者）
・協議会で「地域居住機能再生計画」を策定すること。
・公的賃貸住宅の管理戸数の適正化を図るものであること。
・地域居住機能再生計画において、事業主体間の連携に関する事項のほか、高齢者世帯・子育て世帯等のための生活支援施
設等の整備に関する計画等について定めること。

対象要件

①以下の社会資本整備総合交付金の基幹事業、関連公共施設整備の交付対象となる事業
・住宅市街地総合整備事業
・公営住宅等整備事業、地域優良賃貸住宅整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業、住宅地区改良事業等
・市街地再開発事業、優良建築物等整備事業

②スマートウェルネス住宅等推進事業、民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の補助対象となる事業

③再生促進事業 ： 地域居住機能再生計画の目標を実現するため、①及び②と一体となってその効果を一層高めるために
必要な事業

対象事業



既存ストックを活用して
誘導施設を整備

敷地を共同化して
誘導施設を整備

図書館と商業施設など
複数の誘導施設を整備

低未利用地を活用し
て誘導施設を整備

事業タイプ
対象地区

（立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内で、下欄に該当する区域）
対象となる誘導施設

（立地適正化計画に位置付けられたもの）

人口密度維持

タイプ

次の要件を満たす中心拠点区域等（※ 三大都市圏域の政令市及び特別区を除く）

①人口集中地区

②駅から半径１kmの範囲内又はバス停等から半径500ｍの範囲内

③公共用地率15％以上

• 医療施設

• 福祉施設

• 教育文化施設（子育て支援施設含む）

• 商業施設（同種のものがないこと）

高齢社会対応

タイプ

次の要件を満たす区域

①高齢者密度（65歳以上の高齢者）が40人/ha以上

②バス・鉄軌道の停留所・停車場から半径100mの範囲内

③公共用地率15％以上の区域内

高齢者交流施設

（高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動

を目的として高齢者が交流する施設）

まちの活力の維持・増進、持続可能な都市構造への再構築の実現に資するため、まちの拠点となるエリアにおける医療・福祉等
の都市機能を導入する優良建築物等を整備する。

補助対象事業

補助要件

施行者

事業概要

地方公共団体、民間事業者、地方住宅供給公社等

■事業要件
・ 誘導施設を整備すること
・ 地区面積が概ね300㎡以上

■補助対象費用
①調査設計計画
②土地整備（除去費等）
③共同施設整備（共用通行部分、空地等の整備）

④用地取得費（緑地、広場、通路等の公共の用に供する敷地
に相当する部分に限る。）

⑤専有部整備費（誘導施設の部分に限り、購入費は含まない。
民間事業者等の場合、整備費の２３％）

地方公共団体 民間事業者等

人口密度維持タイプ 国：１／２、地方：１／２ 国：１／３、地方：１／３、民間：１／３

高齢社会対応タイプ 国：２／５、地方：３／５ 国：４／15、地方６／15、民間：１／３

補助率

特例措置

■交付対象事業費の嵩上げ

・ 右囲みのいずれかに該当する場
合、交付対象事業費を1.2倍
することにより、民間事業者等の
負担を軽減

■土地取得費に対する支援

・都市機能誘導区域外から区域内
に移転する場合、土地負担の増分
の一部（23%）を支援

（※） 平成２６年度拡充事項 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」の成立、施行後に適用可能
※ 下線部が既存の優良建築物等整備事業との主な変更点

都市再構築型優良建築物等整備事業（都市機能の誘導）

型 タイプ 概要
新築

or改修

優良

再開発型

共同化タイプ
住宅等の地権者が敷地の共同化を行い建築物を

整備する事業（任意の再開発）
新築

市街地環境形成

タイプ

地区計画・建築協定の区域内で協調的な建築物

を整備する事業等
新築

マンション建替

タイプ

区分所有者による老朽化したマンションの建替を

行う事業
新築

市街地住宅

供給型

中心市街地共同

住宅供給タイプ

中心市街地における優良な共同住宅の供給を

行う事業
新築

既存ストック

再生型
－

既存建築物ストックのバリアフリー性能、省エネ性能

等の向上、津波避難ビルへの改修を行う事業
改修

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄
与する優良建築物等の整備を行う。

補助対象 補助要件

施行者

補助率

事業概要

対象地域

（通常時）
国：1/3、地方：1/3、民間事業者等：1/3

（非常災害時補助率）
国：2/5、地方：2/5、民間事業者等：1/5

地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、
民間事業者 等

三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、都市開発
区域、地方拠点都市地域、中心市街地活性化基本計画
区域、市街地総合再生計画区域 等

■事業要件
・ 地区面積が概ね1,000㎡以上
※１ 市街地総合再生計画等に係るものは概ね500㎡以上
※２ 一定の要件を満たす場合、複数地区の面積合計が

概ね1,000㎡以上

・ 一定以上の空地確保、一定の接道要件の確保

・ 地上３階以上で、耐火建築物または準耐火建築物 等

■補助対象費用
①調査設計計画
②土地整備（除去費等）
③共同施設整備（共用通行部分、空地等の整備）

事業イメージ

※H22年度より、原則として社会資本整備総合交付金にて実施

【参考】優良建築物等整備事業（任意の再開発、市街地住宅の供給等）



事業主体 地方公共団体 民間（例）※３※４

負担割合

（ が

補助対象
限度額）

空き家再生等推進事業 【活用事業タイプ】 （社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

地方公共団体

国費 1/2

1/2
民間

地方公共団体

国費 1/3

1/3

1/3

空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用

空き家住宅等を体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化
施設等の用に供するため行う住宅等の取得¥（用地費を除く。）、移転、増築、改
築等

空き家住宅・空き建築物の所有者の特定に要する経費

空き家住宅等の所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、
委託費等

対象地域

空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域

本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来
の用途に供される見込みのない空き家住宅又は空き建築物

※ 民間企業等又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活
用されるものに限る

※３ 要する費用に2/3を乗じた額と地方公共団体が交付する補助金の額のうちいずれ
か少ない額

※４ 国費は、地方公共団体補助の1/2

【広島県庄原市】

長屋住宅を交流・展示施設として活用

【奈良県五條市】

町家を滞在体験施設として活用

空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及び地域の活性
化に資する体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、
文化施設等の用途に供するため、当該住宅等の取得（用地費を除く。）、
移転、増築、改築等を行う

補助対象経費

対象施設

事業内容

老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、空き家住宅又は空き建築
物の活用を行う。

空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域
住宅計画※１又は都市再生整備計画※２に定められた区域

※１ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定す
る地域住宅計画

※２ 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画

事業主体 地方公共団体 民間（例）※４

負担割合

（除却工事
費の場合

が
補助対象
限度額）

空き家再生等推進事業 【除却事業タイプ】 （社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用

（「除却工事費」＋「除却により通常生ずる損失の補償費」）※３×8/10

※３ 除却工事費については、除却工事費の１㎡当たりの額（一定の単価の上限あり）に、
不良住宅又は空き家住宅の延べ面積を乗じて得た額を限度とする。

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要す
る経費

所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

対象地域

補助対象経費

 空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却
を推進すべき区域として地域住宅計画※１又は都市再生整備計画※２に定められた区域

不良住宅
・住宅地区改良法第2条第4項に規定するもの

（空き家かどうかにかかわらず対象）

 空き家住宅・空き建築物
・跡地が地域活性化のために供されるもの

※４ 国費は、地方公共団体補助の1/2

民間

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5地方公共団体

【福井県越前町】老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用

対象施設

老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又
は空き建築物の除却を行う。

※１ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
※２ 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画



事 務 連 絡 

平成 26 年 3 月 31 日 

 

各 都 道 府 県 防災街区整備事業担当部長 殿 

各政令指定都市 防災街区整備事業担当部長 殿 

 

 

国土交通省都市局 市街地整備課市街地整備制度調整室 

住宅局 市街地建築課市街地住宅整備室 

 

平成 26 年度税制改正に伴う「防災街区整備事業に係る事業用資産の買換特例」に係る留

意事項について 

 

 今般、平成 26 年度の税制改正に伴い、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。以下「法」

という。）及び同法施行令（昭和 32 年政令第 43 号。以下「令」という。）が改正され、法

第 37 条第１項第 8 号又は第 65 条の 7 第１項第 8 号に基づく防災街区整備事業に係る事業

用資産の買換特例（以下「本税制特例」という。）に関して、令第 25 条第 12 項及び第 39

条の 7 第 6 項の規定に基づき、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区（以

下「危険密集市街地」という。）の該当基準が告示（平成 26 年国土交通省告示第 428 号及

び第 429 号）されたところです。 

本告示を踏まえ事務連絡を送付しますので、下記事項に十分ご留意していただきますよう、

お願いいたします。 

 なお、貴都道府県におかれましては、貴管内市区町村（政令指定都市を除く。）に対して

も本事務連絡を周知していただくようお願いいたします。 

 

 

記 

 

１．本税制特例及び平成 26 年度税制改正の概要 
 

（１）本税制特例の概要 

個人又は法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（以下「密集市街

地整備法」という。）第 3条第 1項第 1号に規定する防災再開発促進地区内に所有する事業

用資産を譲渡し、個人は平成 26 年 12 月 31 日まで、法人は平成 26 年 3 月 31 日までの間に、

同法に基づく防災街区整備事業の実施により整備される防災施設建築物の保留床を取得し

てこれを事業の用に供し、一定の要件を満たした場合には、譲渡資産に係る譲渡所得の一

部を繰り延べることができることとされています。 



（２）平成 26 年度税制改正の概要 

平成 26 年度の税制改正により、本税制特例の適用期間が、個人については平成 29 年 12

月 31 日まで（法第 37 条第 1項）、法人については平成 29 年 3 月 31 日まで（法第 65 条の 7）

延長されるとともに、適用要件についても下表のとおり変更されることとなりました。 

なお、買換資産が、平成 26 年 3 月 31 日までの間に密集市街地整備法の規定に基づき事

業認可を取得している防災街区整備事業による防災施設建築物の保留床である場合には、

経過措置として本改正前の要件により本特例が適用されます（個人・法人とも平成 28 年 3

月 31 日までに譲渡資産を譲渡し、買換資産を取得する必要があります）。 

 

○本特例措置の適用要件 

平成 26 年

度 税 制 改

正前 

譲渡資産 

①防災再開発促進地区内にある資産であること 

②耐火建築物又は準耐火建築物を建築するために当該資産の譲渡が行

われること 

買換資産 

①当該防災再開発促進地区内にある資産であること 

②防災街区整備事業に関する都市計画の実施に従って取得されるもの

であること 

平成 26 年

度 税 制 改

正後 

譲渡資産 

①防災再開発促進地区のうち危険密集市街地内にある資産であること 

②耐火建築物又は準耐火建築物を建築するために当該資産の譲渡が行

われること 

買換資産 

①当該危険密集市街地内にある資産であること 

②防災街区整備事業に関する都市計画の実施に従って取得されるもの

であること 

 

２．危険密集市街地について 
 

 危険密集市街地については、法第 37 条第 1 項第 8 号又は第 65 条の 7 第 1 項第 8 号並び

にこれらに基づく令第 25 条第 12 項又は令第 39 条の 7第 6項により、国土交通大臣が定め

る基準に該当する地区として国土交通大臣が指定する地区とされています。 

これに基づき、平成 26 年国土交通省告示第 428 号において危険密集市街地の該当基準を

定めたところですが、これは平成 24 年 10 月 12 日に国土交通省が公表した「地震時等に著

しく危険な密集市街地」に係る判断基準にあたるものであり、本告示により新たな基準を

設け、区域を定めなおすものではありません。 

 また、国土交通大臣が行う地区の指定については、危険密集市街地の該当基準に該当す



る地区を個別に告示することとしておりますので、各都道府県におかれましては、防災街

区整備事業に関する都市計画を決定した後、速やかに（市区町村決定にあっては、都市計

画法第 20 条に定める図書の写しの送付を各都道府県が受けた後速やかに）、当該施行地区

の存する市区町村に対して施行地区が危険密集市街地に存するか照会のうえ、以下（1）～

（4）の情報を各地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局へ報告いただきますようお

願いします。 

なお、（4）について、施行地区が防災再開発促進地区及び危険密集市街地に存する場合

で、当該防災再開発促進地区内に連担した複数の危険密集市街地がある場合は、それらす

べての危険密集市街地の区域について報告していただくようお願いします。 

（1）防災街区整備事業の都市計画決定の年月日及び都市計画の名称 

（2）防災街区整備事業の施行区域の位置の表示及び位置図 

（3）防災街区整備事業の施行区域が防災再開発促進地区内に存するか否か。存する場合、

当該防災再開発促進地区及び防災街区整備事業の施行区域の区域図 

（4）防災街区整備事業の施行区域が危険密集市街地内に存するか否か。存する場合、当

該危険密集市街地の区域の表示及び区域図（区域の表示の例：○○県△△市■■町○

丁目、×丁目） 

また、密集市街地整備法第 143 条第 1項（組合施行の場合）等に基づく関係図書（防災

街区整備事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書）の送付については、従前どおり、

防災街区整備事業の認可後速やかに送付いただくよう、併せてお願いいたします。 

 

３．本税制特例の適用要件を満たすことを証する書類の取扱について 
 

本税制特例の適用については、１.及び２.のとおり一定の要件を満たす必要がありますが、

実際の適用に当たっては、都道府県知事がこれらの要件を満たしていることを証した書類

（租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号。以下「規則」という。）第 18 条

の 5第 5項第 6号及び第 7号又は第 22 条の 7第 5項第 6号及び第 7号）を確定申告書等に

添付する必要がある（法第 37 条第 6項又は法第 65 条の 7第 5項）こととされております。  

この証明につきましては、従来から本税制特例の適用を受ける場合に、譲渡資産及び買換

資産が防災再開発促進地区内にあり、また、譲渡される土地に耐火または準耐火建築物が

建築されること、及び買換資産が防災街区整備事業により整備されるものであることを証

するものとして不可欠なものとされてきましたが、本改正に伴い、譲渡資産及び買換資産

が危険密集市街地内であることをあわせて証明していただくこととなりました。 

今後、密集市街地の整備改善を一層推進していくに当たり、本税制特例の適用実績を適切

に把握する必要があることから、各都道府県におかれましては、上記書類を発行された際

には、各地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局までお知らせいただきますようお

願いします。 

 



４．根拠条文等 
 

 ・法第 37 条第 1項第 8号、第 37 条の 4、第 65 条の 7第 1項第 8号、第 65 条の 9、第 68

条の 78、第 68 条の 80 

 ・令第 25 条第 12 項、第 39 条の 7第 6項 

・規則第 18 条の 5、第 22 条の 7 

・平成 26 年国土交通省告示第 428 号、429 号 

 

以 上 

  



参考 

 

危険密集市街地の告示までのフロー（施行区域が３ha 以下の場合）  

※下線部は該当しない場合不要。３ha を超える場合、都道府県が都市計画決定。 

 
証明書交付のフロー 

 


